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衛
」
こ
と
高た
か

市い
ち

志し

友ゆ
う

は
、
園
部
一
帯
を
巡
歴
し

た
際
に
感
じ
た
こ
と
を
「
編
者
曰
く
」
と
し
て

記
し
て
い
ま
す
（
四
頁
に
後
掲
し
た
図
会
も
参

照
）
。

　

す
な
わ
ち
、
「
花と
り

表い

よ
り
馬
場
か
か
り
、
そ

の
間
二
町
が
程
は
、
老
松
蒼
々
と
し
て
、
一
条

の
広
路
を
挟
み
、
は
る
か
に
本
社
を
望
め
ば
、

窈よ
う

窕ち
ょ
う

と
し
て
神
威
を
ま
せ
り
。
拝
殿
に
ぬ
か
づ

き
て
、
四
方
を
み
る
に
、
周
囲
二
町
に
あ
ま
れ

る
境
内
、
す
べ
て
松
樹
鬱う
っ

葱そ
う

と
し
て
、
是
を
め

ぐ
ら
し
、
寂
々
た
る
杜
の
木
立
、
い
と
神
さ
び

て
殊
勝
な
り
。
豈
な
み
な
み
の
叢
社
と
比
す
べ

け
ん
や
」
と
、
そ
の
本
殿
・
拝
殿
や
い
わ
ゆ
る

鎮
守
の
森
に
、
美
し
さ
や
神
々
し
さ
を
感
じ
取

れ
た
こ
と
に
感
動
す
る
一
方
、
「
当
社
園
部
の

宮
の
ご
と
き
、
今
既
に
荒
廃
す
」
と
、
「
園
部

神
社
」
が
「
湮い
ん

没ぼ
つ

」
し
て
い
る
現
状
に
「
一
大

息
」
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
、
と
い
う
の
で
す
。

「
荒
廃
」
「
湮
没
」
し
た
の
が
、
社
号
・
祭
神

を
め
ぐ
る
争
論
に
敗
北
し
た
こ
と
と
関
連
し
て

い
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も

一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
「
園
部
神
社
」
が

厳
し
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
よ
う
で
す
。

社
号
復
活
の
陳
情
活
動

　

お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
苦
境
か
ら
抜
け
出
そ

う
と
し
て
、
「
園
部
神
社
」
サ
イ
ド
で
社
号
復

活
に
向
け
た
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
い
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
前
号
で
紹
介
し
た
吉
田
家

か
ら
の
認
可
状
は
そ
の
到
達
点
と
い
っ
て
よ
い

で
し
ょ
う
。

　

じ
つ
は
、
こ
の
認
可
状
が
発
給
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
経
緯
を
示
す
文
書
が
、
「
紀
伊
国
名
草

郡
薗
部
村
園
部
家
文
書
」
（
国
文
学
研
究
資
料

前
号
の
あ
ら
ま
し

　

現
在
の
伊い

達た
て

神
社
は
享
保
期
（
一
七
一
六
～

三
六
）
ま
で
複
数
の
社
号
を
有
し
て
い
ま
し
た
。

一
つ
は
、
一
〇
世
紀
に
成
立
し
た
「
延え
ん

喜ぎ

式し
き

神じ
ん

名み
ょ
う
ち
ょ
う帳
」
に
見
え
る
「
伊い

達た
ち

神
社
」
（
明
神
大

社
）
で
、
五い十
猛た
け
る
の
み
こ
と命
を
祭
神
と
し
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
園
部
一
帯
を
支
配
し
て
い
た
園

部
一
族
の
氏
神
お
よ
び
そ
の
地
域
の
産
土
神
と

し
て
、
神か
む

八や

井い

耳み
み
の
み
こ
と命
を
祀
る
「
園
部
神
社
」
で

す
。

　

と
こ
ろ
が
、寛
保
年
間（
一
七
四
一
～
四
四
）
、

社
号
・
祭
神
を
め
ぐ
る
争
い
が
和
歌
山
城
下
の

水み
な

門と

吹
上
神
社
と
の
間
で
勃
発
、
紀
州
藩
の
裁

定
に
よ
り
そ
の
争
論
に
敗
れ
、
「
伊
達
神
社
」

の
社
号
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
以
降
、
「
園
部
神
社
」
と
の
み
称
す

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
を
経
た

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
、「
園
部
神
社
」
は
、

「
神じ
ん

祇ぎ

管か
ん

領れ
い

長ち
ょ
う
じ
ょ
う上
家け

」
と
し
て
全
国
の
神
職
・

神
社
支
配
を
担
っ
て
い
た
公
家
の
吉
田
家
よ
り
、

「
園
部
神
社
」
が
古
来
よ
り
「
伊
達
神
社
」
も

し
く
は
園
部
一
帯
の
「
一い
ち

之の

宮み
や

大
明
神
」
と
称

さ
れ
て
き
た
事
実
を
認
め
よ
う
、
と
の
文
書
を

発
給
さ
れ
た
の
で
す
。

『
紀
伊
国
名
所
図
会
』に
見
え
る「
園
部
神
社
」

　

こ
こ
ま
で
が
前
号
で
紹
介
し
た
内
容
で
す
が
、

本
号
で
は
ま
ず
「
園
部
神
社
」
と
し
か
公
称
す

る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
時
期
に
お
け
る
当
社

の
状
況
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
成
立
し
た
『
紀

伊
国
名
所
図
会
』
第
一
編
の
巻
之
三
に
、
「
園

部
神
社
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
項
に
、

編
者
で
あ
る
和
歌
山
城
下
の
書
肆
「
帯
屋
伊
兵
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幕
末
期
紀
州
園
部
の
産
土
社
の
動
向―

（
二
）

―

幕
末
期
紀
州
園
部
の
産
土
社
の
動
向―

（
二
）

朝
廷
の
権
威
を
も
と
め
る
地
域
社
会

朝
廷
の
権
威
を
も
と
め
る
地
域
社
会
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③
こ
れ
ら
の
社
号
を
末
永
く
維
持
し
て
い
く

　
　

こ
と
が
「
産
子
一
同
の
宿
願
」
で
あ
っ
た
。

　
　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
号
を
め
ぐ
る
争
論

　
　

に
敗
れ
て
以
降
、
黙
止
し
が
た
い
状
況
に

　
　

陥
っ
て
い
る
。

　

④
よ
っ
て
、
「
園
部
社
神
の
正
孫
」
で
あ
る

　
　

宮
座
長
に
か
わ
っ
て
、
産
子
の
総
代
と
神

　
　

主
が
共
同
で
上
京
し
、
以
上
の
趣
旨
を

　
　

「
神
祇
管
領
長
上
家
」
の
吉
田
家
へ
陳
情

　
　

に
お
よ
び
、
「
別
紙
写
し
」
の
と
お
り

　
　

「
御
書
」
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　

こ
の
「
御
本
紙
」
は
「
御
神
殿
」
に
お
い

　
　

て
「
大
切
」
に
「
秘
蔵
」
す
べ
き
で
あ
る
。

　

⑤
こ
の
よ
う
な
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た

　
　

の
は
、
「
貴
姓
」
の
わ
が
園
部
一
族
が

　
　

「
赤
心
報
国
の
志
願
」
を
も
っ
て
活
動
し

　
　

て
き
た
こ
と
が
「
御
神
慮
」
に
「
感
通
」

　
　

し
た
か
ら
で
あ
り
、
今
後
も
ま
す
ま
す
励

　
　

み
「
式
例
」
を
決
し
て
怠
る
よ
う
な
こ
と

　
　

は
し
な
い
。
ま
た
、
園
部
一
族
宮
座
衆
中

　
　

と
し
て
、
懈
怠
な
く
家
運
長
久
の
祈
禱
に

　
　

も
つ
と
め
る
所
存
で
あ
る
。

　

③
の
部
分
か
ら
は
、
本
来
的
な
複
数
の
社
号

が
使
用
で
き
な
い
状
況
を
何
と
か
改
善
し
た
い

と
い
う
、
「
園
部
神
社
」
サ
イ
ド
の
強
い
願
望

を
は
っ
き
り
と
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
④
に
あ
る
よ
う
に
社
号
の

復
活
を
吉
田
家
へ
陳
情
す
る
に
い
た
っ
た
わ
け

で
す
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
「
園
部
神

社
」
が
み
ず
か
ら
を
領
域
的
に
管
轄
す
る
紀
州

藩
に
対
し
、
先
の
争
論
裁
定
の
見
直
し
を
う
な

が
す
よ
う
な
動
き
を
と
っ
た
痕
跡
が
い
っ
さ
い

見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
点
で
す
。
す
な
わ
ち
、

館
所
蔵
）
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
証
状
」

と
題
さ
れ
た
こ
の
文
書
は
、
認
可
状
が
発
給
さ

れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
安
政
五
年
六
月
に
作
成

さ
れ
た
も
の
で
す
（
巻
頭
お
よ
び
上
掲
の
写
真

参
考
）
。

　

す
な
わ
ち
、
「
園
部
神
社
」
を
運
営
す
る

宮
座
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
「
産う
ぶ

子こ

」
（
崇
敬
者
）
の
代
表
で
も
あ
る
園
部
久
左

衛
門
・
園
部
栄
輔
・
園
部
善
之
右
衛
門
・
園
部

三
太
夫
・
園
部
三
郎
と
神
主
の
川
崎
筑ち
く

前ぜ
ん
の

進じ
ょ
う

が
、
宮
座
長
の
園
部
彦
九
郎
お
よ
び
「
宮
座
衆

中
」
へ
宛
て
た
も
の
で
す
。
な
お
、
園
部
三
郎

は
、
「
源
宗
昭
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
幕
末
の

紀
州
藩
に
「
勤
仕
」
「
奉
職
」
す
る
と
と
も
に
、

「
風
説
留
」
を
綴
っ
て
い
た
園
部
三
郎
左
衛
門

宗
昭
と
同
一
人
物
で
す
（
本
た
よ
り
五
二
号
参

照
）
。

　

こ
の
「
証
状
」
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
次

の
五
つ
に
な
り
ま
す
。

　

①
園
部
一
族
は
「
旧
例
」
と
し
て
、
毎
年
正

　
　

月
十
三
日
、
六
位
以
下
無
位
の
礼
服
で
あ

　
　

る
素す
お
う袍

と
烏え

ぼ

し
帽
子
を
着
し
て
（
武
士
の
通

　
　

常
礼
服
で
あ
る
麻あ
さ
が
み
し
も

上
下
で
も
よ
い
）
神
前

　
　

に
集
ま
り
、
「
御
国
体
御
威
稜
御
武
運
長

　
　

久
」
、
す
な
わ
ち
日
本
国
の
威
光
や
武
運

　
　

が
久
し
く
輝
き
続
け
る
こ
と
を
祈
願
す
る

　
　

祝
詞
を
奉
納
し
、
神
楽
を
奏
で
て
祈
禱
に

　
　

丹
誠
を
注
い
で
き
た
。

　

②
当
神
社
は
、
「
伊
達
社
」
祭
神
の
五
十
猛

　
　

命
と
、
わ
が
園
部
氏
族
の
祖
神
で
あ
る
神

　
　

武
天
皇
第
二
皇
子
の
神
八
井
耳
命
を
合
祀

　
　

し
て
お
り
、
古
来
よ
り
「
園
部
社
」
「
伊

　
　

達
社
」
「
一
宮
大
明
神
」
と
内
外
で
称
さ

　
　

れ
て
き
た
。
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「
園
部
神
社
」
は
社
号
の
復
活
を
実
現
す
る
に

際
し
、
吉
田
家
を
通
じ
て
朝
廷
の
権
威
を
求
め

た
の
で
す
。

　

そ
の
主
張
の
軸
に
据
え
た
論
拠
が
①
と
②
に

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
②
に
関
し
て
は
す
で
に
紹

介
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
①
に
つ
い
て
の

み
補
足
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
紀
伊
国
名
草
郡
薗
部
村
園
部
家
文
書
」
に
、

お
そ
ら
く
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
園
部
三
郎

左
衛
門
宗
昭
に
よ
っ
て
写
し
取
ら
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
「
園
部
一
族
宮
座
規
則
書
」
が
収
め
ら

　

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、
「
園
部
神
社
」
の

社
号
復
活
運
動
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
紀
州
藩
と
い
う
「
大
藩
」
の
も
と

で
多
大
な
規
制
を
こ
う
む
っ
て
い
た
「
園
部
神

社
」
は
、
幕
末
に
入
り
家
運
長
久
を
中
心
に
執

り
お
こ
な
っ
て
き
た
宗
教
儀
式
を
国
家
レ
ベ
ル

に
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
で
自
己
意
識
を
肥
大
化

さ
せ
、
朝
廷
の
権
威
を
し
た
た
か
に
利
用
し
な

が
ら
自
己
の
存
立
を
回
復
＝
強
化
し
て
い
っ
た
、

と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

幕
末
は
朝
廷
の
権
威
が
上
昇
し
て
い
っ
た
時

代
で
あ
る
と
一
般
に
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
じ

つ
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
具
体
的
に
解
明
さ
れ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
園
部
神
社
」
の
事

例
を
広
く
捉
え
れ
ば
、
在
地
社
会
の
利
害
実
現

に
際
し
朝
廷
権
威
が
利
用
さ
れ
た
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
こ
の
点
で
は
全
国
的

に
見
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

朝
廷
権
威
の
浮
上
と
い
う
現
象
は
こ
う
し
た
具

体
的
な
場
面
を
通
じ
て
現
れ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
個
別
事
例
の
発
掘
を
積

み
重
ね
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
に
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

（
平
良　

聡
弘
）

《
参
考
文
献
》

・
安
藤
精
一『
近
世
宮
座
の
史
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、

　

一
九
六
〇
年
）
、『
近
世
宮
座
の
史
的
展
開
』（
吉
川

　

弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）

・
羽
賀
祥
二
『
明
治
維
新
と
宗
教
』
（
筑
摩
書
房
、

　

一
九
九
四
年
）

・
田
中
秀
和『
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
宗
教
と
地
域
社

　

会
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
七
年
）

・
高
埜
利
彦『
日
本
の
時
代
史　

15　

元
禄
の
社
会
と

　

文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）

・
井
上
智
勝
『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』
（
吉
川
弘

　

文
館
、
二
〇
〇
七
年
）

じ
る
な
ど
、
国
家
的
な
危
機
意
識
が
高
ま
っ
て

い
っ
た
幕
末
の
時
代
情
勢
を
は
っ
き
り
と
見
て

と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
園
部
神
社
」
サ
イ
ド
は
、
幕

末
と
い
う
時
代
に
即
応
し
て
国
家
的
問
題
に
か

か
わ
る
宗
教
儀
式
を
担
っ
て
き
た
と
い
う
活
動

実
績
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
古
来
よ
り
三
つ

の
社
号
が
内
外
で
使
用
さ
れ
て
き
た
事
実
を
明

示
す
る
こ
と
で
、
吉
田
家
の
認
可
取
得
を
画
策

し
た
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
④
に
出
て
く
る
「
御
書
」
こ
そ
、

こ
う
し
た
陳
情
活
動
の
末
よ
う
や
く
手
に
す

る
こ
と
の
で
き
た
認
可
状
な
の
で
す
。
そ
の

「
御
本
紙
」
は
本
殿
に
安
置
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
証
状
」
の
別
紙
と
し
て
「
御
書
」
の
写
し
が

添
付
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
宮
座
衆
中
に
披
露
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

最
後
の
⑤
で
は
、
認
可
状
発
給
に
い
た
る
プ

ロ
セ
ス
の
自
己
評
価
と
今
後
に
お
け
る
精
進
の

誓
約
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
、
「
貴

姓
」
た
る
わ
が
園
部
一
族
の
「
赤
心
報
国
の
志

願
」
が
誇
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
国
家
と
の
関
わ
り
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、

幕
末
と
い
う
時
代
の
刻
印
が
色
濃
く
表
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
証
状
」
は
社

号
復
活
に
関
す
る
陳
情
活
動
の
実
働
部
隊
で

あ
る
上
京
メ
ン
バ
ー
の
復
命
と
今
後
の
誓
約
が

認し
た
た

め
ら
れ
た
文
書
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
ま
た
、
前
号
で
紹
介
し
た
吉
田
家
の
認
可

状
（
写
）
は
「
証
状
」
の
別
紙
に
あ
た
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
史
料
整
理
の
過
程
で
現
在
分
割
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
点
で
単

独
の
史
料
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
一
対
の
も
の

と
し
て
理
解
す
べ
き
と
い
え
ま
す
。

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
前ま
え

書が
き

と
神し
ん

文も
ん

か
ら
成
る
起き

請し
ょ
う

文も
ん

に

類
す
る
も
の
で
、
元
和
五
年

（
一
六
一
九
）当
時
の
「
園
部

社
神
裔
宮
座
長
」
園
部
孫
大
夫

盛
範
が
神
八
井
耳
命
に
誓
約
す

る
形
を
と
っ
て
い
ま
す（
た
だ

し
、
年
紀
な
ど
再
検
討
を
要
す

る
部
分
も
あ
り
ま
す
）
。

　

そ
の
第
二
条
に
、「
正
月
元

日
旧
例
の
通
り
神
裔
一
統
よ
り

御み

き

み

け

酒
御
饌
等
奉
り
、
同
十
三

日
神
孫
一
統
広ひ
ろ
ま
え前

に
列
座
〈
素

袍
・
烏
帽
子
或
い
は
麻
上
下
着

す
〉
、
神
官
祝
詞
、
神
楽
奏
し

奉
る
の
式
例
、
永
世
廃
失
有
る

べ
か
ら
ざ
る
事
」（〈
〉
内
は
原

文
割
り
注
）と
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
証
状
」
の
い
う
正
月
十
三
日

の
「
旧
例
」
が
「
園
部
神
社
」

の
定
例
神
事
と
し
て
執
行
さ
れ

て
き
た
の
は
間
違
い
な
い
よ
う

で
す
。

　

た
だ
し
、
規
則
書
の
神
文
に

「
右
条
々
堅
く
相
守
り
、
銘
々
家
業
勉
励
、
神

裔
園
部
氏
血
統
相
乱
さ
ず
、
家
系
大
切
相
続
肝

要
た
る
べ
し
、
若
し
一
族
違
犯
せ
し
む
る
に
於

い
て
は
、
当
社
御
神
罰
蒙
る
べ
き
も
の
な
り
」

と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
神
事
は
あ
く
ま
で
園

部
一
族
の
安
全
を
願
う
も
の
で
し
た
。
そ
の
一

方
、
「
証
状
」
で
は
第
一
に
「
御
国
体
御
威

稜
御
武
運
長
久
」
と
、
日
本
国
の
安
寧
・
発
展

を
祈
っ
て
お
り
、
祈
願
対
象
が
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
「
園
部
神
社
」
の
宗
教
的
活
動
の
変

容
の
な
か
に
、
朝
廷
が
外
患
掃
攘
の
祈
禱
を
命

『紀伊国名所図会』に見える園部神社
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平
成
三
十
年
十
月
に
文
書
館
歴
史
講
座
を
開

催
し
ま
し
た
。
全
三
回
で
計
一
〇
九
名
の
出
席

が
あ
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
七
割
以
上
の
方
か

ら
「
と
て
も
よ
か
っ
た
」
「
よ
か
っ
た
」
と
の

回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

第
一
回
「
田
辺
に
残
っ
た
与
力
た
ち
―
安
藤

家
家
臣
団
の
『
先
祖
書
』
か
ら
―
」
で
は
、
当

館
蔵
『
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書
上
げ
』

に
埋
も
れ
て
い
た
紀

州
藩
付
家
老
安
藤
家

家
臣
の
親
類
書
を
駆

使
し
、
有
名
な
「
田

辺
与
力
騒
動
」
後
も

田
辺
に
残
り
、
紀
州

藩
直
臣
か
ら
安
藤
家

の
家
臣
と
し
て
生
き

る
道
を
選
択
し
た
与

力
家
の
動
向
を
紹
介

し
ま
し
た
。

 

「
入
門
」
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

・
古
文
書
を
読
ん
で
み
よ
う
と
い
う
意
欲
を
持

つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

・
い
つ
も
展
示
な
ど
さ
れ
て
い
る
文
書
を
読
め

た
ら
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
筆
で
書
か

れ
た
文
字
は
独
特
の
く
ず

し
方
と
か
あ
っ
て
漢
字
は

こ
れ
か
な
あ
ぐ
ら
い
に
は

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ほ

と
ん
ど
途
中
で
わ
か
ら
な

い
で
い
ま
し
た
。
今
回
少

し
近
づ
け
た
か
な
あ
…
ぐ

ら
い
で
す
が
、
読
め
る
よ

う
に
な
り
た
い
で
す
。

・
有
吉
佐
和
子
さ
ん
の
紀
州
に
題
材
を
と
っ
た

小
説
が
大
好
き
で
す
。
今
回
は
「
助
左
衛
門
四

代
記
」
で
お
な
じ
み
の
木
本
村
垣
内
家
の
文
書

と
し
て
よ
り
興
味
引
か
れ
来
ま
し
た
。
小
説
の

場
面
や
表
現
を
思
い
出
し
つ
つ
、
楽
し
く
受
講

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 

「
初
級
・
中
級
」
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

・
初
級
か
ら
中
級
に
か
け
て
は
か
な
り
高
度
に

な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
話
を
聞
く
だ
け
で
も
、

ま
た
、
講
義
を
う
け
る
だ
け
で
も
、
古
文
書
の

読
み
方
が
徐
々
に
理
解
で
き
て
く
る
の
で
価
値

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
説
明
さ
れ
る
先
生
も
、

ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
、
大
変
好
感
を
持
ち
ま
し
た
。

・
難
し
か
っ
た
け
れ
ど
楽
し
か
っ
た
で
す
。

・
形
式
的
な
文
章
の
中
か
ら
当
時
の
人
々
の
息

吹
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
く
る
よ
う
な
先
生
の
お
話

で
し
た
。

・
半
分
も
読
め
な
い
私
で
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
多

く
の
熱
心
な
方
た
ち
と
共
に
同
じ
時
間
を
過
ご

せ
る
の
が
、
楽
し
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

文
書
館
の
古
文
書
を
使
っ
た
古
文
書
講
座
Ⅱ

を
平
成
三
十
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て

開
催
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
海あ

ま部
郡
木
本
村
（
現
和
歌
山
市
木

ノ
本
）
の
庄
屋
文
書
で
あ
る
垣
内
家
文
書
と
、

同
郡
西
浜
村
（
現
同
市
西
浜
）
の
富
裕
農
家
で

あ
っ
た
角す
み

谷や

家
の
古
文
書
を
用
い
、
藩
へ
の
貸

金
上
納
、
窮
民
救
助
の
褒
美
、
田
畑
譲
渡
と
引

き
替
え
の
身
元
引
取
り
、
藩
役
人
株
取
得
の
願

い
、
貸
銀
の
貸
方
・
借
方
双
方
の
相
続
に
伴
う

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
文
書
を
精
読
し
ま
し
た
。

　

「
入
門
」
に
は
、
延
べ
一
一
〇
名
、
「
初

級
・
中
級
」
に
は
、
延
べ
一
六
八
名
の
出
席
が

あ
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
九
割
以
上
の
方
か
ら

「
と
て
も
よ
か
っ
た
」
「
よ
か
っ
た
」
と
の
回

答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
「
新
発
見
で
明
ら
か
に

な
っ
た
濃
い
内
容
で
大
変
面
白
か
っ
た
で
す
。

緻
密
な
調
査
・
研
究
に
感
嘆
し
て
い
ま
す
。」

な
ど
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

第
二
回
「
和
平
へ
の
「
努
力
」
・
野
村
吉
三

郎
を
考
え
る
」
で
は
、
和
歌
山
市
出
身
で
海
軍

軍
人
を
経
て
外
務
大
臣
を
務
め
、
日
米
開
戦
時

の
駐
米
特
命
全
権
大
使
で
あ
っ
た
野
村
吉
三
郎

の
生
涯
を
、
特
に
開
戦
直
前
の
交
渉
過
程
を
中

心
に
紹
介
し
ま
し
た
。

　

「
明
治
の
外
相
・
陸
奥
宗
光
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

る
現
在
、
太
平
洋

戦
争
の
当
事
者
で

あ
っ
た
駐
米
大
使

の
野
村
吉
三
郎
を

取
り
上
げ
る
こ
と

は
極
め
て
タ
イ
ム

リ
ー
な
企
画
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。」

な
ど
の
感
想
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

第
三
回
「
県
境
に
分
断
さ
れ
た
ム
ラ
の
団
結

―
旧
牟
婁
郡
花
井
村
―
」
で
は
、
明
治
期
に
北

山
川
を
境
に
村
域
を
分
断
さ
れ
、
現
在
は
新
宮

市
熊
野
川
町
九く

重じ
ゅ
う

の
一
部
と
三
重
県
熊
野
市
紀

和
町
花
井
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
旧
牟
婁
郡
花

井
村
に
つ
い
て
、
明
治
期
の
動
揺
と
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
今
に
続
く
旧
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

有
り
様
を
見
ま
し
た
。

　

「
地
方
自
治
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。」
「
地

方
、
村
の
人
々
が
行
政
の
合
併
等
に
困
ら
れ
て

い
る
姿
等
が
あ
っ
た
事
、
今
に
続
く
内
容
も
感

じ
ら
れ
ま
し
た
。」
な
ど
の
感
想
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

 

回
１
第

　
 

平
成
30
年
10
月
16
日
（
火
）

　田
辺
に
残
っ
た
与
力
た
ち

　

―

安
藤
家
家
臣
団
の『
先
祖
書
』か
ら―

　
　
　
　 

講
師
：
砂
川
佳
子
嘱
託
研
究
員

回
２
第

　

 

平
成
30
年
10
月
23
日
（
火
）

　和
平
へ
の
「
努
力
」
・           

　
　
　
　
　

 

野
村
吉
三
郎
を
考
え
る

　
　
　
　 

講
師
：
山
東
良
朗
館
長

回
３
第

　

 

平
成
30
年
10
月
30
日
（
火
）

　県
境
に
分
断
さ
れ
た
ム
ラ
の
団
結   

　
　
　

  

　
　

―

旧
牟
婁
郡
花
井
村―

　
　
　
　 

講
師
：
藤
隆
宏
主
査

け         

い

回
１
第

　

 

回
２
第

　
初
級
・
中
級
コ
ー
ス
（
全
三
回
）

 

回
１
第

　

 

回
２
第

　

 

 
第
3
回　

 

平
成
30
年
11
月
20
日
（
火
）

扇
子
壱
本

平
成
30
年
11
月
27
日
（
火
）

其
方
家
へ
引
越

平
成
30
年
12
月
11
日
（
火
）

直
打
も
よ
く

平
成
30
年
12
月
４
日
（
火
）

明
き
株
私
へ

平
成
30
年
12
月
18
日
（
火
）

相
対
貸
し
厳
し
く

海
部
郡
木
本
村
庄
屋
垣
内
家
文
書
等 

入
門
コ
ー
ス
（
全
二
回
）

講
師
：
遊
佐
教
寛
嘱
託
研
究
員

 

回
１
第

　

 

平
成
30
年
10
月
16
日
（
火
）

　田
辺
に
残
っ
た
与
力
た
ち

　

―

安
藤
家
家
臣
団
の『
先
祖
書
』か
ら―

　
　
　
　 

講
師
：
砂
川
佳
子
嘱
託
研
究
員

回
２
第

　

 

平
成
30
年
10
月
23
日
（
火
）

　和
平
へ
の
「
努
力
」
・           

　
　
　
　
　

 

野
村
吉
三
郎
を
考
え
る

　
　
　
　 

講
師
：
山
東
良
朗
館
長

回
３
第

　

 

平
成
30
年
10
月
30
日
（
火
）

　県
境
に
分
断
さ
れ
た
ム
ラ
の
団
結   

　
　
　

  

　
　

―

旧
牟
婁
郡
花
井
村―

　
　
　
　 

講
師
：
藤
隆
宏
主
査

け         

い

回
１
第

　

 

回
２
第

　
初
級
・
中
級
コ
ー
ス
（
全
三
回
）

 

回
１
第

　

 

回
２
第

　

 

 

第
3
回　

 

平
成
30
年
11
月
20
日
（
火
）

扇
子
壱
本

平
成
30
年
11
月
27
日
（
火
）

其
方
家
へ
引
越

平
成
30
年
12
月
11
日
（
火
）

直
打
も
よ
く

平
成
30
年
12
月
４
日
（
火
）

明
き
株
私
へ

平
成
30
年
12
月
18
日
（
火
）

相
対
貸
し
厳
し
く

海
部
郡
木
本
村
庄
屋
垣
内
家
文
書
等 

入
門
コ
ー
ス
（
全
二
回
）

講
師
：
遊
佐
教
寛
嘱
託
研
究
員

平
成
三
十
年
度 

古
文
書
講
座
Ⅱ

平
成
三
十
年
度
　
歴 

史 

講 

座

平
成
三
十
年
度 

古
文
書
講
座
Ⅱ

平
成
三
十
年
度
　
歴 

史 

講 

座
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◇
付
家
老
安
藤
家

　

紀
州
藩
付
家
老
安
藤
家
は
、
安
藤
直
次
（
天

文
二
十
三
年
、
一
五
五
四
～
寛
永
十
二
年
、

一
六
三
五
）
に
は
じ
ま
り
ま
す
。

◇
田
辺
藩

　

代
々
紀
州
藩
を
支
え
て
き
た
安
藤
家
で
し
た

が
、
幕
末
に
至
っ
て
い
わ
ゆ
る
家
格
上
昇
運
動

に
乗
り
出
し
ま
す
。
他
の
付
家
老
と
も
協
力
し

な
が
ら
幕
府
に
交
渉
し
た
結
果
、
領
地
や
税
率

の
変
更
な
ど
付
家
老
側
に
有
利
な
内
容
を
引
き

出
す
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
時
は
流
れ
て
、慶
応
元
年
（
一
八
六

五
）に
勃
発
し
た
第
二
次
長
州
征
討
で
は
、
紀

州
藩
主
徳
川
茂も

ち
つ
ぐ承

が
先
鋒
総
督
に
命
じ
ら
れ
る

も
、
藩
主
に
代
わ
っ
て
十
六
代
当
主
安
藤
直
裕

が
名
代
を
つ
と
め
、
戦
闘
に
参
加
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
大
政
奉

還
、
王
政
復
古
の
大
号
令
を
経
て
、
樹
立
し
た

新
政
府
に
よ
っ
て
、
安
藤
家
を
は
じ
め
と
す
る

付
家
老
は
大
名
に
取
り
立
て
ら
れ
、
安
藤
家
は

田
辺
藩
と
し
て
独
立
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、

幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か

け
て
作
成
さ
れ
た
、
田
辺

藩
に
関
わ
る
史
料
で
す
。

　

す
で
に
当
館
発
行
の
収

蔵
史
料
目
録
四
『
移
管
資

料
目
録
』
で
公
開
し
て
い

る
も
の
で
す
が
、
田
辺
藩

政
時
代
の
貴
重
な
史
料
で

あ
る
た
め
、
取
り
上
げ
て

ご
紹
介
す
る
次
第
で
す
。　

　

特
に
「
無
官
士
族
卒
名

前
」
は
、
当
館
発
行
の
紀

要
二
一
号
で
全
文
翻
刻
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。
田
辺

藩
家
臣
団
の
研
究
や
先
祖

調
査
な
ど
に
、
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

　

直
次
は
、
江
戸
幕
府
初
代
将
軍
徳
川
家
康
に

幼
少
か
ら
仕
え
、
歴
戦
に
従
軍
し
て
武
功
を
あ

げ
て
い
た
た
め
、
家
康
か
ら
信
頼
を
得
て
い
ま

し
た
。
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
す
で
に
隠

居
し
大
御
所
と
な
っ
て
い
た
家
康
に
よ
り
、
の

ち
に
紀
州
徳
川
家
初
代
と
な
る
頼よ

り
の
ぶ宣

の
傅ふ

と
な

る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）

頼
宣
の
紀
州
転
封
に
と
も
な
っ
て
、
安
藤
家
も

田
辺
の
地
へ
転
封
と
な
り
ま
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
家
康
の
意
向

で
尾
張
・
紀
伊
・
水
戸
い
わ
ゆ

る
御
三
家
の
家
老
と
な
っ
た
家

の
こ
と
を
特
に
「
付
家
老
」
と

い
っ
て
、
ほ
か
の
家
老
よ
り

も
特
別
な
地
位
に
あ
り
ま
し
た
。

と
い
う
の
も
、
本
来
な
ら
大
名

（
こ
こ
で
は
徳
川
頼
宣
）
だ
け

が
将
軍
の
家
臣
で
あ
っ
て
、
家

臣（
頼
宣
）の
家
臣（「
陪ば

い
し
ん臣

」
と

い
う
）
は
、
本
来
将
軍
と
は
関

係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も
と
も
と

将
軍
直
属
の
家
臣
で
あ
っ
た
直

次
が
、
家
康
か
ら
の
依
頼
に

よ
っ
て
頼
宣
の
家
臣
と
な
っ
た

と
い
う
事
情
か
ら
、
安
藤
家
は

将
軍
直
属
の
家
臣
、
つ
ま
り
譜

代
大
名
並
み
の
扱
い
を
受
け
て

い
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
紀
州
徳
川
家
と
田

辺
安
藤
家
、
同
じ
く
付
家
老
水

野
家
が
、
紀
州
へ
入
国
し
て

ち
ょ
う
ど
四
〇
〇
年
の
節
目
の

年
に
あ
た
り
ま
す
。

田
辺
藩
家
臣
団
の
記
録

田
辺
藩
家
臣
団
の
記
録

②「無官士族卒名前」（9006）

④「卒族順書」（9008）

写真１　和歌山県立文書館所蔵「県立図書館移管資料」より
（　）内の数字は資料番号

③「独礼順書」（9007）

も
り
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平
成
二
十
九
年
度
に
当
館
が
寄
贈
・
寄
託
・

購
入
に
よ
っ
て
収
集
し
た
古
文
書
の
概
要
を

紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
小
山
家
文

書
を
除
く
古
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら

番
号
付
け
・
目
録
作
り
・
複
製
物
作
成
な
ど
、

皆
様
に
御
利
用
い
た
だ
く
た
め
の
整
理
を
進

め
て
い
き
ま
す
。
な
お
、
整
理
中
の
文
書
は
、

出
納
に
時
間
が
か
か
っ
た
り
、
御
利
用
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
御
利
用
に
あ
た
っ

て
は
、
事
前
に
当
館
に
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

宮
本
守
中
・
道
夫
関
係
資
料

　

明
治
・
大
正
期
の
新
宮
町
（
現
新
宮
市
）

で
医
業
に
携
わ
り
な
が
ら
新
聞
『
熊
野
新
報
』

を
創
刊
し
、
同
町
長
も
務
め
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
宮
本
守
中
と
、
そ
の
子
息
で
同
町
・
東

牟
婁
郡
七
川
村
（
現
古
座
川
町
）・
同
郡
田
原

村
（
現
串
本
町
）
で
医
業
を
営
む
と
と
も
に

七
川
村
長
を
も
務
め
た
道
夫
の
父
子
が
取
得
・

収
集
し
た
資
料
約
一
九
〇
点
を
、
御
子
孫
か

ら
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
多
く
は
道
夫
が
収
集
し
た
関
東
大
震

災
、
二
・
二
六
事
件
、
戦
争
に
関
す
る
新
聞
や

グ
ラ
フ
誌
で
す
が
、
父
子
宛
て
の
感
謝
状
・

表
彰
状
、
守
中
の
和
歌
山
医
学
校
卒
業
証
書
、

熊
野
新
報
社
関
係
者
芳
名
録
、
道
夫
が
逃
げ

て
き
た
共
産
主
義
者
を
匿
っ
た
際
に
取
り
上

げ
た
と
い
う
貴
重
な
同
人
誌
『
腕
と
腕
』（
昭

和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
創
刊
号
か
ら
三
冊
。

現
古
座
川
町
高
池
で
発
行
。
公
共
図
書
館
に

蔵
書
な
し
。）
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

小
山
家
文
書
（
美
浜
町
三
尾
）

　

当
館
で
従
来
「
龍
王
神
社
文
書
」
と
し
て

公
開
さ
れ
て
い
た
文
書
二
二
八
点
が
、
実
は

①
「
若
山
江
戸
御
附
職
分
録
」（
八
九
八
六
）

　

「
若
山
江
戸
御
附
職
分
録
」
は
、
和
歌
山
・

江
戸
・
京
都
な
ど
本
領
で
あ
る
田
辺
以
外
の
場

所
で
勤
務
し
た
一
八
七
名
の
役
職
と
氏
名
が
記

さ
れ
た
帳
面
で
す
。
役
職
名
を
み
る
と
「
御
家

老
」
・
「
御
留
守
居
」
・
「
御
祐
筆
」
・
「
御

近
習
目
付
」
な
ど
、
付
家
老
時
代
の
名
称
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
二
年
の
藩
政

改
革
以
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

氏
名
を
調
べ
て
み
る
と
、
の
ち
に
田
辺
藩
士

と
し
て
、
次
の
②
「
無
官
士
族
卒
名
前
」
に
記

録
さ
れ
て
い
る
人
物
が
複
数
認
め
ら
れ
る
た
め
、

安
藤
家
家
臣
団
の
記
録
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
、
付
家
老
時
代
に
作
成
さ

れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
田
辺
藩
時
代
に

な
る
も
の
か
、
精
査
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。　

　

こ
の「
若
山
江
戸
御
附
職
分
録
」で
注
目
す
べ

き
は
、「
御
預
り
同
心
」を
つ
と
め
た
六
〇
人
の

氏
名
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
安
藤
家
に

は
、
紀
州
藩
か
ら
田
辺
与
力
と
同
心
が
預
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
与
力
の
一
部
は
幕
末
に
安
藤

家
の
家
臣
へ
組
み
込
ま
れ
ま
す
が
、
同
心
は
紀

州
藩
に
所
属
し
た
ま
ま
明
治
を
迎
え
ま
し
た
。

同
心
の
氏
名
が
判
明
す
る
貴
重
な
史
料
で
す
。

③
「
独
礼
順
書
」
（
九
〇
〇
七
）

　

「
独
礼
順
書
」
は
、
そ
の
題
名
に
よ
る
と
、

田
辺
藩
知
事
と
な
っ
た
安
藤
直
裕
へ
の
お
目
見

え
の
順
序
を
記
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
明
治

三
年
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
田
辺
藩

の
役
職
や
格
式
ご
と
に
六
五
七
人
の
格
式
と
人

名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
名
簿
で
特
に
興
味
深
い
の
が
、
「
教

師
」
を
つ
と
め
た
四
名
の
面
々
で
す
。
田
辺
藩

で
は
明
治
二
年
に
「
文
武
場
」
、
翌
年
藩
校

「
修
道
館
」
を
設
置
し
、
藩
士
の
教
育
に
あ
た

り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
教
師
を
担
当
し
た
の
が
、
写
真
の
右

か
ら
順
に
、
皇
学
担
当
で
国
学
者
・
歌
人
と
し

て
名
高
い
熊
代
瑞
穂（
繁
里
）、
次
に
現
在
の
奈

良
県
大
和
高
田
市
出
身
の
岡
本
黄
中
（
通
理
）
、

三
人
目
の
浅
井
寛
堂
（
篤
）
は
の
ち
に
ノ
ー
ベ

ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
湯
川
秀
樹
の
祖
父
で
、

ふ
た
り
は
漢
学
教
師
を
つ
と
め
ま
し
た
。
最
後

の
鳥
山
啓ひ

ら
くは

、
熊
代
瑞
穂
に
国
学
を
学
ん
だ
ほ

か
、
本
草
学
や
博
物
学
な
ど
の
知
識
も
身
に
付

け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
洋
学
を
任
さ
れ
ま
し
た
。

後
年
、
和
歌
山
中
学
校
に
お
い
て
南
方
熊
楠
を

指
導
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

④
「
卒
族
順
書
」
（
九
〇
〇
八
）

　

「
卒
族
順
書
」
は
、
卒
身
分
の
田
辺
藩
士

三
一
七
人
の
氏
名
を
列
記
し
た
も
の
で
す
。

「
無
官
士
族
卒
名
前
」
と
は
、
記
載
順
や
内
容

が
異
な
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
「
卒
」
と
い
う
の
は
明
治
三
年
に

つ
く
ら
れ
た
身
分
で
、
簡
単
に
い
う
と
藩
士
の

な
か
で
も
下
級
の
家
臣
を
指
し
ま
す
。
こ
の
横

帳
は
「
明
治
三
年
二
月
改
」
と
あ
る
の
で
、
新

た
に
設
け
ら
れ
た
卒
に
属
す
る
人
々
を
把
握
す

る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

明
治
五
年
、
卒
族
は
廃
止
さ
れ
、
一
代
限
り

の
者
に
つ
い
て
は
平
民
へ
、
代
々
世
襲
し
て
き

た
家
は
士
族
へ
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
そ
れ
ま
で
に
も
人
の
出
入
り
が
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
帳
面
に
は
上
下
二
ヶ
所
に
紙
が
剥
さ

れ
た
跡
を
見
て
取
れ
ま
す
。
異
動
や
退
職
な
ど

が
あ
れ
ば
、
付
せ
ん
を
張
り
替
え
て
使
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
①
～
④
に
共
通
す
る
様

式
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②
「
無
官
士
族
卒
名
前
」
（
九
〇
〇
六
）

　

「
無
官
士
族
卒
名
前
」
は
、
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
三
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。

「
無
官
」
つ
ま
り
、
田
辺
藩
で
役
職
に
就
い
て

い
な
い
士
族
一
七
七
名
・
卒
一
六
〇
名
、
計

三
三
七
名
分
の
名
簿
で
す
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、

国
立
公
文
書
館
で
所
蔵
す
る
「
和
歌
山
県
史
」

の
な
か
で
「
田
辺
藩
官
員
履
歴
」
と
い
う
田
辺

藩
へ
就
職
し
て
い
た
人
々
の
記
録
が
残
さ
れ
て

お
り
、
併
せ
て
み
る
こ
と
で
田
辺
藩
に
お
け
る

人
事
の
変
遷
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

　

左
の
写
真
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
わ
か
る
よ
う

に
、
付
せ
ん
状
の
紙
の
右
肩
に
細
字
で
通
名
を

書
き
、
中
央
に
大
き
く
氏
名
を
記
し
て
い
ま
す
。

　

氏
名
も
名
字
、
場
合
に
よ
っ
て
は
源
平
藤
橘

の
姓
を
書
き
、
さ
ら
に
諱い
み
な、
諱
に
は
主
に
朱
字

で
ふ
り
が
な
を
ふ
っ
て
い
ま
す
。
通
名
が
公
的

な
名
前
で
あ
る
の
に
対
し
、
諱
は
私
的
な
本
名

で
し
た
。
例
え
ば
、
右
か
ら
四
番
目
「
志
波
橘

孝・

・久
」
は
、
普
通
に
読
め
ば
「
た
か
ひ
さ
」
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
ふ
り
が
な
が
「
た
か
よ

し
」
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

帳面の上下に紙を剥した痕跡が残る

前
号
の
あ
ら
ま
し

　

現
在
の
伊い

達だ
て

神
社
は
享
保
期
（
一
七
一
六
～

三
六
）
ま
で
複
数
の
社
号
を
有
し
て
い
ま
し
た
。

一
つ
は
、
一
〇
世
紀
に
成
立
し
た
「
延え
ん

喜ぎ

式し
き

神じ
ん

名み
ょ
う
ち
ょ
う帳
」
に
見
え
る
、
五い

十そ

猛た
け
る
の
み
こ
と命
を
祭
神
と
す

る
「
伊い

達た
ち

神
社
」
（
明
神
大
社
）
で
す
。
も
う

一
つ
は
、
園
部
一
帯
を
支
配
し
て
い
た
園
部
一

族
の
氏
神
お
よ
び
そ
の
地
域
の
産
土
神
と
し
て
、

神か
ん

八や

井い

耳み
み
の
み
こ
と命

を
祀
る
「
園
部
神
社
」
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
寛
保
年
間
（
一
七
四
一
～

四
四
）
、
社
号
・
祭
神
を
め
ぐ
る
争
い
が
和
歌

山
城
下
の
水み
な

門と

吹
上
神
社
と
の
間
で
勃
発
、
紀

州
藩
の
裁
許
に
よ
り
そ
の
争
論
に
敗
れ
、
「
伊

達
神
社
」
の
社
号
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
「
園
部
神
社
」
と

の
み
称
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で

す
。

　

し
か
し
、
一
〇
〇
年
以
上
を
経
た
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
、
「
園
部
神
社
」
は
、
「
神じ

ん

祇ぎ

管か
ん

領れ
い

長ち
ょ
う
じ
ょ
う上

家け

」
と
し
て
全
国
の
神
職
・
神
社
支

配
を
担
っ
て
い
た
公
家
の
吉
田
家
よ
り
、
「
園

部
神
社
」
が
古
来
よ
り
「
伊
達
神
社
」
も
し
く

は
園
部
一
帯
の
「
一い

ち

之の

宮み
や

大
明
神
」
と
称
さ
れ

て
き
た
事
実
を
認
め
よ
う
、
と
の
文
書
を
発
給

さ
れ
た
の
で
す
。

『
紀
伊
国
名
所
図
会
』
に
見
え
る
「
園
部

神
社
」

　

こ
こ
ま
で
が
前
号
で
紹
介
し
た
内
容
で
す
が
、

本
号
で
は
ま
ず
伊
達
神
社
が
「
園
部
神
社
」
と

し
か
称
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
時
期
の
状

況
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
成
立
し
た
『
紀

伊
国
名
所
図
会
』
第
一
編
の
巻
之
三
に
、
「
園

部
神
社
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
項
に
、

①「若山江戸御附職分録」
（8986）

教師をつとめた四名

←名前部分を拡大
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法
方
用
利
■

◆

に
付
受
室
覧
閲

要
必
で
等
録
目
る
あ

を
等
書
文
料
資
な

請
申
覧
閲
し
索
検

受
え
う
の
入
記
に
書

だ
く
て
し
出
提
に
付

用
利
等
書
文

。

。

。

い
さ

館
閉
は
付
受
の

30
分

す
で
で
ま
前

◆

料
資
政
行
る
い
て
し
架
配
に
棚
書
室
覧
閲

い
さ
だ
く
て
し
覧
閲
に
由
自
は
料
資
考
参

◆

申
認
承
写
複
、は

合
場
る
れ
さ
望
希
を
写
複

だ
く
て
し
出
提
に
付
受
え
う
の
入
記
に
書
請

　

間
時
館
開

 

　
　
◆

　

　
　
　
　
　

前
午

10

　
　
◆

日
休
替
振
び
及
日
祝
・
日
曜
日
・
土

　

　
　
　
　
　

前
午

10

日
館
休
■

 

◆

と
る
な
重
と
日
休
替
振
は
又
日
祝
（
日
曜
月

　
　
　
　
　

）
日
平
の
後
の
そ

は
き

◆

始
年
末
年

　

12
月
29

◆

日
理
整
内
館

 　

日
４
月
１
・

　
　

）
日
５

は
き
と
の
日
曜
月
（

 　

12
月 

日
曜
木
２
第

）
日
翌
の
そ

、

、

、

は
き
と
る
な
重
と
日
祝
（

 　

間
期
理
整
別
特
・

　

10

）
回
１
年
（
間
日

い
な
ん
あ
ご
の
通
交
■◆

JR

ら
か
駅
市
山
歌
和
鉄
電
海
南
・
駅
山
歌
和

　

約
で
ス
バ

20
分

◆

分
３
約
歩
徒
車
下
停
ス
バ
松
高
ス
バ
山
歌
和

  

り
よ
だ
館
書
文
立
県
山
歌
和

　
第

号

成
平

31

31

年
３
月

日　

発　

行

行
発
・
集
編

　

館
書
文
立
県
山
歌
和

一
四
六
〒

－

一
五
〇
〇

七
目
丁
一
松
高
西
市
山
歌
和

－

八
三

 

　
　
　
　
　
　

内
館
学
志
に
く
の
き

 

電　
話　

三
七
〇

－

六
三
四

－

〇
四
五
九

Ｘ
Ａ
Ｆ

　

三
七
〇

－

六
三
四

－

一
四
五
九

印　
刷　

54

有
限
会
社
隆
文
社
印
刷
所

文
書
館
の
利
用
案
内

、、

、

　

大
変
御
好
評
い
た
だ
い
て
い
る
『
古
文
書
徹

底
解
釈 
紀
州
の
歴
史
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
文
書
館

の
古
文
書
講
座
で
取
り
上
げ
た
古
文
書
の
写
真

に
、
詳
細
な
解
説
・
釈
文
（
解
読
）・
読
み
下
し
文
・

文
意
例
（
現
代
語
訳
）
を
加
え
た
本
で
す
。
古

文
書
の
用
語
や
語
法
は
も
ち
ろ
ん
、
原
文
の
用

語
間
違
い
や
文
章
力
の
巧
拙
も
解
説
し
、
文
意

を
徹
底
的
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
こ

か
ら
、
江
戸
時
代
の
紀
州
の
社
会
構
造
、
制
度

や
運
用
の
実
態
も
明
ら
か
に
し
ま
す
。

　

平
成
三
十
年
度
発
行
の
第
六
集
は
、「
夜
分
火

を
焚
き
酒
食
を
用
い
」と
題
し
、文
書
館
寄
託『
瀬

戸
家
文
書
』
か
ら
、
幕
末
期
の
紀
州
藩
日
高
郡

天
田
組
の
大
庄
屋
が
職
務
上
作
成
・
取
得
し
た

古
文
書
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

・
百
姓
家
の
相
続
・
義
絶
、
養
子
や
婚
姻
の

　
　

縁
組
・
離
縁
・
復
縁

　

・
百
姓
の
孝
子
表
彰

　

・
医
師
へ
の
褒
賞

　

・
百
姓
の
夜
間
集
会
（
一
揆
未
遂
）
事
件

　

・
紛
失
し
た
「
御
用
物
」
の
探
索

　

・
奉
公
人
を
別
の
者
が
働
か
せ
て
い
た
事
件

　

・
医
師
の
娘
の
奉
公
先
で
の
行
方
不
明
事
件

と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
具
体
的
に
見
て
い
き

な
が
ら
、
大
庄
屋
の
職
務
内
容
や
権
限
の
範
囲

な
ど
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
は
、「
仕
」
な
ど
、
同
じ
語
で
も

箇
所
毎
に
意
味
が
異
な
る
動
詞
に
つ
い
て
、
い

つ
も
以
上
に
徹
底
的
に
解
説
し
て
い
ま
す
。

＊
『
古
文
書
徹
底
解
釈 

紀
州
の
歴
史 

第
六
集
』

　

は
、
残
部
が
あ
る
限
り
文
書
館
閲
覧
室
で
お

　

配
り
し
ま
す
。
ま
た
、
文
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ

　

ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
平
良
聡
弘
「
地
域
の
な
か
の
「
偉
人
」
顕
彰

―「
勤
王
の
志
士
」森
田
節
斎
を
め
ぐ
る
地
域
の
人
び
と
―
」

　

幕
末
の
儒
者
・
森
田
節
斎
を｢

勤
王
の
志
士
」

と
し
て
顕
彰
し
た
地
域
の
思
い
と
は
。
節
斎
と
の

縁
を
有
す
る
紀
ノ
川
荒
見
の
北
家
の
動
き
、
お

よ
び
そ
れ
を
取
り
巻
く
周
囲
の
動
向
を
明
ら
か

に
し
、
日
本
近
代
に
お
け
る
「
偉
人
」
顕
彰
の

歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
ま
し
た
。

・
藤
隆
宏
「
新
宮
市
熊
野
川
町
九
重
の
災
害
遺
物

「　

水
之
器
」
及
び
記
念
石
碑
に
つ
い
て
」

　

平
成
二
十
三
年
九
月
の
台
風
第
一
二
号
豪
雨

災
害
（
紀
伊
半
島
大
水
害
）
を
期
に
「
再
発
見
」

さ
れ
た
石
碑
の
内
容
を
解
読
し
、
文
政
期
、
過

去
の
土
砂
災
害
で
埋
没
し
て
い
た
遺
物
が
出
土

し
た
の
を
記
念
し
て
石
碑
が
作
ら
れ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

・
砂
川
佳
子
「
史
料
翻
刻　

田
辺
藩
庁
文
書
「
無

官
士
族
卒
名
前
」」

　

当
館
蔵
『
県
立
図
書
館
移
管
資
料
』
中
、
従

来
和
歌
山
藩
庁
文
書
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
た

四
点
の
古
文
書
が
実
は
田
辺
藩
庁
文
書
で
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
中
の
明
治
四
年

作
成
の
無
役
家
臣
名
簿
を
翻
刻
し
て
い
ま
す
。

・
松
島
由
佳
「「
附
込
帳
」
に
み
る
奥
女
中
の
役

替
に
つ
い
て　

そ
の
６
」

　

当
館
蔵
「
附つ
け
こ
み
ち
よ
う

込
帳
」
よ
り
、
今
回
は
嘉
永
七

年
（
一
八
五
四
）
か
ら
安
政
七
（
万
延
元
）
年

（
一
八
六
〇
）
ま
で
の
「
女
中
」
項
目
を
翻
刻

し
ま
し
た
。
人
員
過
剰
と
な
っ
た
紀
州
藩
大
奥

で
は
厳
し
い
御
人
減
し
が
計
ら
れ
ま
す
。
そ
の

過
程
を
考
察
し
ま
す
。
ま
た
、
安
政
七
年
に
第

十
四
代
藩
主
茂も

ち
つ
ぐ承

の
御
簾
中
と
な
っ
た
倫み

ち
の
み
や宮

の

御
付
女
中
団
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

紀
要
第
二
十
一
号
の
刊
行

『
古
文
書
徹
底
解
釈
紀
州
の
歴
史 

第
六
集
』の
刊
行

紀
要
第
二
十
一
号
の
刊
行

『
古
文
書
徹
底
解
釈
紀
州
の
歴
史 

第
六
集
』の
刊
行

紀
要
第
二
十
一
号
の
刊
行

『
古
文
書
徹
底
解
釈
紀
州
の
歴
史 

第
六
集
』の
刊
行

紀
要
第
二
十
一
号
の
刊
行

『
古
文
書
徹
底
解
釈
紀
州
の
歴
史 

第
六
集
』の
刊
行


